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第 8 回弁論準備手続調書
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事件の表ホ

期日

場． ．所 ・ 等

受命裁判官

裁判所書記官

出頭した当事者等

令和 4年（行ウ）第 32号

令和 6年7月 11日 午前10時30分

千葉地方裁判所民事第 3部準備手続室

藤 ’ 枝健太

長島弘尚

原告

原告代理人及川智志

被告代理人宮原清貴

被告補助参加人ら代理人 高橋一弥 ．

被告補助参加人ら代理人 古屋正隆

3
日中 定期 日

当事者の陳述等

原告、被告及び被告補助参加人ら

別紙のとおり訴外で合意が成立し、補助参加人小高 から白子町に対し

て、同合意に従った金銭が支払われた。

原告

本件訴えを取り下げる。

・

・

 

被告

訴えの取下げに同意する。

被告補助参加人ら

被告が訴えの取下げに同意することにつき、異議を述べない。

裁判所書記官長 島 弘 吼鬱
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合怠警
千葉県長生郡白子町  

』 甲

千葉県長生郡白子町関5074番地の 2
乙 白子町
代表者 白子町長石井和芳

千葉県長生郡白子町
丙 小高

千葉県長生郡白子町
丁林

甲｀乙、丙及びTは、後記する千葉地方裁判所令和4年（行ウ）第 3・2号損害
賠償等請求事件（以下、本件という。なお、甲は同事件の原告であり、乙は同事
件の被告、丙と丁は同事件の補助参加人である。）について、下記のとおり、訴
訟外で合意した。
1 丙は、乙に対し、本件の不当利得返還債務として金28 1万4634円並びに
うち金24 1万57 1 6円に対する令和4年 7月9日から支払済みまで年5％の
割合による遅延損害金及びうち金3・9万89 1 8円に対する令和4年7月9日か
ら支払済みまで年3％の割合による遅延損害金の支払い義務のあることを認め、
る。

2 丙は、乙に対し、前項の金員を、令和6年7月 8日限り、乙が指定した下記貯
金口座に振込んで支払う。•この振込手数料は、丙の負担とする。
長生農業協同組合 白子支所普通貯金
ロ座番号 3308384 
'口座名義人 白子町会計管理者 三橋久美子（ミツハシクミコ）―
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3 甲：乙及び丙は、乙ど丙との間には、本件について、• この合意書に定めるほか、
何らの債権債務がないことを相互に確認する。

4 丙は、丙及びその父である小高 が、長年にわたり、使用料等を支払うこと
なく、白子町の行政財産である白子町役場庁舎等に自動販売機を設置していたこ
と等について、遺憾の意を表明する。

5 丁は、・ 第 4 項記載の行為に関し、当時の白子町町長として、 • 白子町が丙及び小
高 から当該使用料等を徴収しなかったこと等について、遺憾の意を表明する。・

6 白子町は、地方公共団体として、法律ないし条例等に従って適切に行政財産の
管理及び処分を行い、再発防止に努めることを表明する。

：7 甲は、丙が、第1項の義務を、第2項の方法で履行した場合には、本件訴えを
取下げ、乙の代表者である石井和芳はこれに同意し、丙及び丁はこれに異義を述
べない。 し

8 本件の訴訟費用は、各自の負担とする。 ．

（事件の表示） ． 
甲が、乙の代表者である白子町長石井和芳に対して｀午葉地方裁判所に地方自治
法242条の2第1項4号に基づいて訴訟を提起し、同裁判所に、同裁判所令和4
年（行ウ）第32号損害賠償等請求事件として係属したが、その事件の内容は、次
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